
秘

指定者｜｜ 厚生労働省労働基準局
監督 課長

有 医亙園

都道府県労働局長殿

基監発0401第12号

平成26年 4月 1日

厚生労働省「労働基準局監督課長

（契印省略）

関係通達の整備について

今般、平成26年4月 1日付け基発0401第59号「「監督業務運営要領の改善について」

の一部改正についてJが通知されたことに伴い、別添のとおり関係通達を整備するこ

ととしたので、了知の上、取扱いに遺憾なきを期されたい。



別添

※ 下線部は改正箇所を表す。

1 平成 17年9月 30日付け基監発第 0930001号「労働基準監督機関における司法警察権限の行使に関する規範に基づく処理要領

について」新旧対照表

改正後 現行



．
 



2 平成23年 3月 11日付け基監発 0311第2号「労働条件集合監督における是正勧告書についてj新旧対照表

改正後 現行

1 労働条件集合監督を行った際の是正勧告の措置について 1 労働条件集合監督を行った際の是正勧告の措置について

( 1) （絡） ( 1 ) （略）

( 2）是正勧告書の作成要領について ( 2）是正勧告書の作成要領について

ア 労働条件集合監督を実施した場合の是正勧告書について ア 労働条件集合監督在実施した場合の是正勧告書について

は、昭和 39年4月 20日付け基発秘第5号「監督業務運営要領 は、昭和 39年4月 20日付け基発秘第5号「監督業務運営要領

の改善についてJ記の第2の 1 ( 1）アによること。 の改善について」記の第2の 1 (1) .:1_によること。

イ～エ（略） イ～エ（略）

2及び3 （略） 2及び3 （略）

別紙（略） 別紙（略）

別添（略） 別添（略）


